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産業廃棄物税の課税状況調査の結果について 

 
Ⅰ．調査内容   
 
 ９月に取りまとめられた「産業廃棄物行政と政策手段としての税の在り方に関する中間的

な論点整理」において次のような指摘がなされた。 
 

 
○ 特に税の妥当性や応益性等に関する議論をさらに深めるためには、税収の具体的な

使途や、その効果や影響について、実証的な分析が必要。 
○ このため、最終取りまとめに向けて、既に税を導入した地方公共団体や、納税者の

立場にある排出事業者や処理業者の協力も得つつ、可能な限り実証的なデータに基

づく分析を実施。  
 
 この指摘を踏まえ、事務局において、すでに徴税が開始されている三重県、鳥取県、岡山

県及び広島県に対するヒアリング調査を実施した。ヒアリング項目は、①税収の見込みと実

績、②会計処理、③税収の使途、④税の徴収及び転嫁状況、⑤税の効果及び影響、及び⑥そ

の他（関係者の反応等）である。 
 
 なお、今回調査を行った４県のうち、三重県は、課税対象となった排出事業者に申告納付

を行わせる仕組み（以下、「事業者申告納付方式」という。）を採用し、中国３県は、最終処

分業者を特別徴収義務者として申告納入を行わせる仕組み（以下、「最終処分業者特別徴収方

式」という。）を採用している。このため以下の調査結果を分析する際にはこの方式の違いに

注意する必要がある。また、本稿中のデータは、特に断りのない限り、ヒアリング調査の際

に４県から提供されたものを用いた。 
 
Ⅱ．調査結果  
 
１．税収の見込みと実績 
（１）三重県 
 表－１に過去の産業廃棄物処理実績をもとに納税対象事業者数及び税収見込額を試算した

結果を示す。また、表－２には、平成１４年度の徴税実績と、税導入の議論の際に用いられ

ていた税収見込（平成１０年度ベース）の比較を示す。表－２から分かるとおり、事業者数

では９１事業者の見込みに対し実績は４１事業者、税収額では４１１百万円の見込みに対し

実績は１３１百万円であった。 
 
三重県において産業廃棄物税に関する議論が公式に開始されたのは平成１２年度であるが、

当時は平成１０年度処理実績をもとに議論が行われていたため、税収見込は約４億円とされ

ていた。しかしながら、税収見込試算額（その当時に課税していたと仮定した場合に想定さ

れる税収額）は平成１０年度以降、一貫して減少傾向にあり、税導入前年の平成１３年度に

はすでに１７８百万円まで減少していた。 
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三重県が多量排出事業者に対して実施したヒアリングの結果によると、①大部分の事業者

において、最終処分場のひっ迫を背景として、生産工程の改善等による排出削減やセメント

原料化等のリサイクルの取組を継続的に進めていること、②産廃税導入や税収による補助事

業の活用がこのような取組の推進に一部寄与していることが認められており、これが見込み

に対して実績が大幅に下回った主な理由としている。 
 

表－１ 過去のデータをもとにした税収見込み 
平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度  

事業者数 税額 
(百万円) 

事業者数 税額 
(百万円)

事業者数 税額 
(百万円)

事業者数 税額 
(百万円)

合計 91 411 94 362 76 310 57 178
県内 51 280 58 261 56 245 37 137
県外 40 131 36 101 20 65 20 41

（注） 「県内」「県外」は、事業所所在地ベースではなく、産業廃棄物発生地ベース。 

 
表－２ 平成１４年度の搬入量による税収実績と税収見込みとの比較 

実績 見込み（平成１０年度） 実績と見込みの差  
事業者数 税額 

(百万円) 
事業者数 税額 

(百万円) 
事業者数 税額 

(百万円) 
合計 41 131 91 411 ▲50 ▲280
県内 30 95 51 280 ▲21 ▲185
県外 11 36 40 131 ▲29 ▲95

（注） １．「県内」「県外」は、事業所所在地ベースではなく、産業廃棄物発生地ベース。 

２．税収見込みは、税制創設の際の議論に用いられた平成１０年度データとした。 

３．平成１４年度税額については、平成１５年１１月末日現在のもの。 

 
図－１に県内の製造事業者及び建設業者について、課税対象事業者数及び１社当たりの課

税標準の経年変化を示す。一部増減があるものの、全般的にみて１社当たりの課税標準（最

終処分量）が着実に減少していることが分かる。 
 
 

課税対象となる県内製造業者の推移

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

平成１０年度 平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度

事
業
者
数

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

１
社
当
た
り
の
課
税
標
準
（
千
円
）

製造業者 事業者数 製造業者 １社当たり課税標準（千円）  

課税対象となる県内建設業者の推移
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図－１ 課税対象事業者数及び１社当たりの課税標準の経年変化 
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（２）中国３県 
 表－３に特別徴収義務者登録数、表－４に平成１５年度の申告実績と税導入の議論の際に

用いられていた税収見込（平成１２年度ベース）の比較を示す。なお、鳥取県及び広島県に

おいては、最終処分業者及び中間処理業者が有する最終処分場への産業廃棄物の搬入が課税

対象となっているが、岡山県においては、これに加えて排出事業者が自ら所有する最終処分

場（いわゆる自社処分場）も課税対象となっている。 
 
表－４から分かるとおり、鳥取県においては当初６百万円の税収を見込んでいたのに対し

実績は８百万円（推計）と４１％の増、岡山県においても当初７２０百万円の税収を見込ん

でいたのに対し実績は８７３百万円（推計）と２１％の増となっている。一方、広島県にお

いては当初７５０百万円の税収を見込んでいたのに対し実績は６３８百万円（推計）と１５％

の減となっている。 
 
このように見込と実績の差が生じた主な理由として、各県は次のような要因を挙げている

が、データに基づく詳細な分析はなされておらず必ずしも原因は明確ではない。 
【鳥取県】 元来搬入量が少ないところに、この時期、最終処分場にがれき類等が大量に搬入

されており、これが全体の搬入量を一時的に押し上げたこと。 
【岡山県】 公共工事に伴う建設汚泥等の受入量が一時的に増加したこと、受入制限を実施し

ていた最終処分場において制限を撤廃したこと、最終処分業者の新規契約分が増

加したこと。 
【広島県】 建設リサイクル法の施行により建設廃棄物のリサイクルが促進されたこと、産廃

税によるアナウンスメント効果があったこと、景気の停滞により発生量が減少し

たこと。 
 

表－３ 特別徴収義務者登録数の概要 
特別徴収義務者登録数  
業者 施設 

備考 

鳥取県 13 16 実際に搬入があったのは６業者、８施設 
岡山県 44 50 岡山県のみ自社処理施設も徴税対象 
広島県 73 81  

 
      表－４ 平成１５年度の申告実績と当初税収見込の比較   (単位：千円) 
 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 
鳥取県 2,656 2,215 － 
岡山県 92,394 90,315 88,728 87,181 78,601 68,587 77,150 
広島県 196,675 228,352 － 
 
 年間見込 当初年間見込 差 比率(%)
鳥取県 7,968 5,662 2,306 141 
岡山県 873,414 719,989 153,425 121 
広島県 637,540 750,000 ▲112,460 85 

（注） 鳥取県及び広島県は、３ヶ月ごとに申告、岡山県は、毎月申告。 
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２．会計処理 
 ４県とも、一般会計の中に条例に基づき基金を設け、通常の会計とは別枠で会計処理を行

っており、税収が目的外の用途に使用できないようになっている。各県における基金の設置

状況は以下のとおりである。 
 
 三重県  環境保全基金（既存、ただし産廃税収は別枠で計数管理） 
 鳥取県  産業廃棄物適正処理基金（新設、産廃税収のみ積立） 
 岡山県  循環型社会形成推進基金（新設、産廃税収のみ積立） 
 広島県  産業廃棄物抑制基金（新設、産廃税収のみ積立） 
 
３．税収の使途 
 税収の使途については、各県とも、税を創設する際の検討会等の提言に基づき、そのメニ

ューが決定されている。このため、別紙１に示すとおり税収を充当する施策の具体的メニュ

ーや施策ごとの税収の配分には県ごとの特色が見られるが、基本的な施策は、 
① 民間事業者（中小企業が中心）が行う減量化のための技術開発や施設整備への助成 
② 優良な処理業者の育成 
③ 県が行う減量化、リサイクル等のための技術開発や調査 
④ 処理施設の周辺整備事業（公園等）への助成 
⑤ 監視体制の強化等の不適正処理未然防止対策 
⑥ 普及啓発活動 
などであり共通性が見られる。なお、いずれの県においても、産廃税を充当する施策メニュ

ーは、原則として産廃税の導入を契機として新たに創設された事業である。 
 
 各県の税収の使途を図－２に示す（三重県のみ平成１３～１５年度予算の累計、他の３県

は平成１５年度予算ベース）。４県の合計をみると、上記施策メニューのうち、①の民間事業

者に対する助成が約半分（５１％）を占めており、これに⑤の監視体制の強化（１５％）、④

処理施設の周辺整備に対する助成（５％）、⑥普及啓発活動（５％）が続いている。なお、積

立金については、想定していた事業内容に沿った応募や要望がなかったこと等によるもので

ある。 
 
なお、各県ごとの特記事項は次のとおりである。 
【三重県】 産廃税を充当する各種事業は、課税に先立ち平成１３年度から実施しているが、

税収見込額の減少に伴い、平成１５年度予算においては、監視強化対策事業は一

般財源で実施。なお、課税前の平成１３、１４年度事業分については財政調整基

金から充当しているが、将来産廃税収から返還する予定。 
【鳥取県】 事業メニューとしては企業等のリサイクル技術研究助成及び処理施設の周辺整

備事業が想定されているが、平成１５年度は研究助成に対してのみ基金を支出。 
【岡山県】 保健所設置市域からの税収の２分の１は交付金として当該保健所設置市に交付。 
【広島県】 保健所設置市に交付金は交付していないが、補助額上限の優遇措置を実施。 
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図－２ 各県における税収の使途 
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４．税の徴収及び転嫁状況 
 最終処分業者特別徴収方式を採っている中国３県の場合、排出事業者が直接最終処分場に

搬入する場合は排出事業者が納税義務者、中間処理を経て最終処分場に搬入する場合は中間

処理業者が納税義務者となるが、後者にあっても排出事業者が税相当額を負担することが想

定されている。このため、特別徴収義務者である最終処分業者が排出事業者から適正に税を

徴収できているか、また中間処理業者が排出事業者に適切に税を転嫁できているかどうかが

問題となる。 
 
 まず最終処分業者においては、３県とも税が最終処分料金とは別に、明確な形で中間処理

業者又は排出事業者から徴収されている。 
 次に中間処理業者から排出事業者への転嫁であるが、排出事業者が税の相当額を負担する

者であることについて事前に説明・周知が行われており（別紙２参照）、排出事業者等から転

嫁に関する問い合わせもあることから、県ではおおむね順調に転嫁が行われているものと考

えている。ただし、転嫁の実態は今のところ十分には把握されておらず、中間処理業者が税

相当額の一部を負担している場合がある可能性もある。 
 
 
５．税の効果及び影響 
（１）産業廃棄物の発生及び処理の状況 
①三重県 
 図－３に県内の多量排出事業者における処理状況の経年変化を示す。産業廃棄物の排出量

は産廃税が導入された平成１４年度においても対前年度とほぼ同水準（約１％の増）が、再

生利用量及び減量化量がともに増加（それぞれ対前年度比で約５％及び約９％の増）した結

果、最終処分量は逆に対前年度比約２４％の減となった。また、排出量に占める最終処分量

の割合は、平成１２年度の約２０％から平成１４年度には約１２％と減少してきている。 
 
１（１）でも述べたとおり、三重県のヒアリング結果によると、①大部分の事業者におい

ては、産廃税の導入にかかわらず、最終処分場のひっ迫を背景として、生産工程の改善等に

よる排出削減やセメント原料化等のリサイクルの取組を継続的に進めているが、②産廃税導

入や税収による補助事業の活用をこのような取組の推進の一要因として挙げる事業者も見ら

れることから、産廃税導入の効果もある程度寄与していると考えられる。 
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図－３ 三重県内の多量排出事業者の処理状況（課税対象外も含む） 

 
②中国３県 
 中国３県においては、産廃税導入後の期間が半年程度と極めて短いことから、税導入後の

産業廃棄物の排出量、再生利用量、減量化量等に関するデータは現在のところ把握されてい

ない。なお、最終処分量に関しては、前述のとおり鳥取県及び岡山県においては見込みに対

して増（岡山県の導入後の実態をみると毎月徐々に減）、広島県においては見込みに対して減

となっている。 
 
（２）県外移動の状況 
①三重県 
 図－４に三重県内の課税対象製造事業者における県内・県外処理割合の経年変化を再生利

用、中間処理（再生利用を除く。）、最終処分ごとに示す（ただし、一次搬出時における区分）。

税導入前から、再生利用については県外処理の割合が、減量化については県内処理の割合が

比較的多く、最終処分については大部分が県内処理となっている。三重県によると、これは

再生利用等を行う施設の利用可能性（例えば愛知県内での鋳砂の再生利用）に起因するもの

としている。 
 
 産廃税が導入された平成１４年度においても、このような傾向に明確な変化は見られてお

らず、県外での最終処分割合は逆に減少している。このことから、今のところ産廃税の導入

により、産業廃棄物の追い出し（県外移動の増加）が促進された事実は認められていない。 



 8

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

県内 県外 県内 県外 県内 県外

再生利用 減量化 最終処分

年
間
処
理
割
合

平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度  
（注） 本データは一次搬出時における区分であり、「中間処理」には、その後再生利用又

は最終処分されるものも含む。 

図－４ 三重県内の課税対象製造業者における県内・県外処理の状況 
 
 
図－５に三重県内の最終処分場における県外廃棄物の処分状況の経年変化を示す（平成１

４年度データは概数）。三重県内では、最終処分場の残余容量のひっ迫等もあり、排出事業者

による減量化への取組が促進されてきているため、県内の最終処分場への搬入量が急減して

きている。このような中で、県外分の処分量も急減してきているが、最終処分量に対する県

外分の割合で見ると、平成１１年度以降２０～２５％程度の水準で推移しており、産廃税が

導入された平成１４年度においても前年度と比べて大きな変化はない。このように、産廃税

の導入により最終処分される産業廃棄物の県内への流入が抑制された事実は認められていな

い。 
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図－５ 三重県内の最終処分場における県外廃棄物の処分状況 

 
 
②中国３県 
 中国３県においては、産廃税導入後の期間が半年程度と極めて短いことから、税導入後の

産業廃棄物の県外移動状況に関するデータは現時点では把握されていない。 
なお、参考として、図－６に岡山県内の最終処分場における県外廃棄物の処分状況の経年

変化を示す。平成１５年度における県外分の割合は現時点では不明であるが、１１月までの

税申告状況から推定すると、税導入後の平成１５年度においては最終処分量（推計値）は前

年度と同程度と見込まれ、産廃税の導入により県外産業廃棄物の流入が抑制されたとの事実

は確認できない。 
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（注）平成１３～１５年度のデータは、推計値 

（平成１５年度データは１１月までの産廃税申告状況から推定） 

図－６ 岡山県内の最終処分場における県外廃棄物の処分状況 
 
（３）不法投棄の件数 
 表－５及び６に三重県及び岡山県における不法投棄の状況を示す。また、広島県によると、

本年４～８月までに判明した１０ｍ３以上の産業廃棄物の不法投棄事案は２件、約７５トンで

あり、過去３年間の年平均である７件、約７００トンと比べて増加している状況にはないと

しており、鳥取県についても、今のところ不法投棄の増加は見られないとしている。 
不法投棄の件数や投棄量はもともと変動が大きいこと、産廃税導入後の期間が短いこと等

から、現時点では評価は困難であるが、明確な増加傾向にあるとは言えない。 
 

表－５ 三重県における不法投棄の状況 
 5～9年度 

平均 
10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度

(～10月)
総件数 
 うち 10t以上 

（非集計） 
1 

(非集計)
4 

(非集計)
9 

(非集計)
14 

59 
15 

72 
24 

87 
13 

投棄量(t) 3,038 8,971 691 23,215 977 6,124 5,113 

 
表－６ 岡山県における不法投棄の状況 

14年度 15年度（4～9月まで） 
投棄時期 投棄時期 

 
総件数

13年度以前 14年度 
総件数

14年度以前 15年度 
発見件数 69 17 52 48 29 19 
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（４）税収による施策の効果 
 税収による施策の効果の全体像を定量的に示すのは困難であるが、その一例として、三重

県が実施している事業者への助成措置（技術開発及び施設整備）の産業廃棄物排出削減効果

を表－７に示す。なお、平成１４年度における排出削減実績の約９千トンは、当該年度の県

内多量排出事業者の総排出量約１１６３千トンの約０．８％に相当する。 
 

表－７ 三重県における事業者への助成措置による産業廃棄物排出削減効果 
削減実績量（トン） 採択年度 補助金額 

（千円） 
削減見込量 
（トン/年） １３年度 １４年度 合計 

１３年度 141,420 15,209 4,660 4,532 9,192 
１４年度 40,992 5,715 - 4,275 4,275 
１５年度 63,113 4,548 - - - 
合計 245,525 25,472 4,660 8,807 13,467 

 
 
６．その他 
（１）排出事業者及び処理業者の反応 
 各県によると、事前説明の段階では様々な意見があったが、税の徴収開始後は徴収率もほ

ぼ１００％で大きなトラブルも生じておらず、順調な滑り出しとの評価をしている。 
 なお、主な問い合わせとしては、「中間処理業者から請求された産廃税相当額を払う必要が

あるか（排出事業者）」、「産廃税相当額の会計処理をどのように行ったらよいか（中間処理業

者）」といった税の転嫁に関するものが多い。 
 
（２）他県との調整状況 
 中国ブロック５県（山口県及び島根県も含む）においては、産廃税の導入検討に当たり知

事会において税の仕組みについての調整が提起され、これを受けた総務部長会議の開催によ

り、税の骨格及び導入時期についてブロック内での調整が行われた。その結果、中国３県に

おいては、同一の方式（最終処分業者特別徴収方式）・税率の産廃税が、平成１５年４月から

導入されたところである。なお、制度設計の詳細（例えば自社処分場の取扱い）は各県が独

自に判断することとされた。 
 
（３）税の目的 
 ９月に取りまとめられた中間的な論点整理においては、「税の主目的は施策の充実強化の

ための財源確保に置かれており、減量化は、いわば税収を活用して充実強化する施策で達成

しようとする間接的な目的」とされた。 
 今回調査を実施した４県についてみると、三重県においては、第一義的には循環型社会構

築の推進を図る施策実施のための財源確保を制度の目的としており、制度の効果としてリサ

イクル等の誘因となることを期待しているとの意見であった。一方、中国３県においては、

いずれも価格インセンティブ効果による減量化を税の主目的と捉えており、財源確保には主

眼を置いていない（財源確保策としてはさほど効果的ではない）との意見であった。 
 他方、税の価格インセンティブ効果を把握するための調査については、各県ともその把握

手法も含め今後の検討課題としている。 
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Ⅲ．調査結果のまとめ  
 
 今回の調査により明らかになった主な事項は次のとおりである。 
 
１． 税収の実績については、三重県及び広島県において見込みよりも少なかった一方、鳥取

県及び岡山県においては、見込みよりも多かった。このうち三重県では、排出事業者が

生産工程の改善等による排出削減やリサイクルの取組を継続的に進めていることが見込

額を大きく下回った主な原因と考えられる。 
 
２． 税収の会計処理については、一般会計の中に条例に基づき基金を設けて通常の会計とは

別枠で会計処理を行っており、会計処理の透明性が確保されている。 
 
３． 税収の使途については、民間事業者が行う減量化のための技術開発や施設整備への助成、

監視体制の強化等の不適正処理未然防止対策、処理施設の周辺整備事業への助成、普及

啓発活動等に係る新規施策メニューが中心となっている。 
 
４． 最終処分業者特別徴収方式の場合の最終処分業者による税の徴収については、処分料金

とは別に適切に税の徴収がなされている。中間処理業者から排出事業者への転嫁につい

ては、周知・説明は行われているものの、今のところ実態は十分には把握されていない。 
 
５． 税の影響と効果については、導入後の期間が短いため現時点で明確な結論を得ることが

困難であるが、平成１４年度に徴税が開始された三重県においては、①産廃税導入や税

収による補助事業の活用が排出事業者における減量化促進にある程度寄与していること、

②税の導入に伴う産業廃棄物の県外への追い出しや県内への流入抑制はこれまでのとこ

ろ認められていないこと等が報告されている。また、これまでのところ不法投棄の明確

な増加は見られていない。 
 
６． 上記を総合して、各県とも、これまでのところ税の徴収は比較的スムースに行われてい

ると評価している。 
 



産業廃棄物税の充当事業について

１　環境の２１世紀に通じる産業活動への支援

　　○　産業廃棄物抑制等事業費補助金

　　　　　県内の産業廃棄物排出事業者等が、自ら排出する産業廃棄物の発生抑制・再生・減量化の
　　　　研究、技術開発、産業廃棄物を使った製品開発を行う経費の一部を助成
　　　　　また、県内の産業廃棄物排出事業者等のうち、中小企業者等を対象として、自ら排出する産
　　　　業廃棄物の発生抑制・再生・減量化に係る設備機器を設置する経費の一部を助成

　　○　産業廃棄物抑制等設備機器整備資金利子補給補助金

　　　　　県内の産業廃棄物排出事業者等が、自ら排出する産業廃棄物の発生抑制・再生・減量化
　　　　に係る設備機器を設置する場合の借入資金の利子を助成

　　○　企業環境ネットワーク支援事業費

　　　　　業種の枠を越えた企業間の産業廃棄物にかかる情報交換を行うためのネットワークシ
　　　　ステムの構築と、企業が連携することにより再資源化を進めるシステムの構築に対する
　　　　支援を行うための経費

　　○　産業廃棄物リサイクル技術研究開発費

　　　　　法律で再資源化を義務づけられている特定建設資材廃棄物のコンクリート廃材及び木
　　　　質建設廃材のリサイクルを図るための研究開発を行う経費

２　産業廃棄物による新たな環境負荷への対策

　　○　廃棄物処理センター適正処理支援等事業費

　　　　　最終処分場の整備が周辺地域に与える負のイメージを払拭し、処分場周辺地域が環境
　　　　面でも十分配慮された地域となることを目指した住み良いまちづくりに寄与する事業などを
　　　　行う経費

　　○　産業廃棄物監視強化対策事業費（人件費含む）

　　　　　産業廃棄物の処理に対する県民の不信感や不安感を払拭し、企業が生産活動を行うう
　　　　えで必要不可欠な産業基盤である最終処分場の整備や最終処分事業等への信頼の確
　　　　保を図るため、監視体制を５年程度時限的に充実強化し不適正処理を徹底的に未然防止
　　　　するための経費

３  賦課徴収に係る経費

　　○　徴税費（人件費含む）

　　　　　産業廃棄物税の適切な賦課徴収を図る経費

税収を充当する施策の具体的メニュー
　　（三重県）

別紙１
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鳥取県産業廃棄物処分場税の具体的税収使途の概要について

１ 基本的な考え方
産業廃棄物処分場税の税収は、鳥取県産業廃棄物処理施設設置促進条例に基づく産業廃棄

物処理施設の整備促進及び産業廃棄物の発生抑制、再生その他適正な処理に関する施策に要
する費用に充てる （鳥取県産業廃棄物処分場税条例第２条）。

２ 具体的使途について
（１）産業廃棄物処理施設の整備促進

○産業廃棄物処理施設周辺整備事業交付金
地域住民が処理施設を常に監視できる制度や、施設の周辺地域において公共用施設を

整備するための交付金制度を設け、地域住民の理解と協力を得て、本県のために必要な
産業廃棄物処理施設の設置を促進する。
【 】指定施設の要件等
・県内で発生した産業廃棄物を処理するため必要と認められるもの
・施設の運営に当たっては、安全性の確保を最優先し、必要な情報を公開する

【 】対象事業
指定施設の周辺整備計画に係る次の事業
ア）道路、河川、公園、上下水道、集会施設その他の施設の整備事業
イ）産業廃棄物処理施設に関する研修事業
ウ）その他地域の生活環境の保全又は地域振興を図るために必要な事業

【 】補助限度額
施設区分 限 度 額

最終処分場 安定型 容量により５千万～１億円
管理型 容量により１～２億円

焼却施設 処理能力により５千万～１億円
灰溶融施設 処理能力により５千万～１億円

（２）産業廃棄物の発生抑制、再生その他適正な処理
○鳥取県リサイクル技術共同研究助成事業
鳥取県におけるリサイクル技術の高度化を図るため、県内に所在する企業等が、県内外

の大学等と共同して行う研究開発に対する助成を行う。
【 】概 要
補助対象者 県内に事業所、研究所を持つ中小企業者等

鳥取県内の大学又は企業等との共同研究で、実用化が期待できるもの
（対象技術）

補助対象 ・リサイクル率を大幅に改善することになる技術
事 業 ・リサイクル製品の付加価値を高める技術

・新たなリサイクル製品の開発につながる技術
補助率及び 補助額 １件当たり最長２年間で総額５，０００千円以内
補助金額等
補助対象 研究開発に要する経費
経 費

３ 平成１５年度予算等について

事 業 名 予 算 額 基金充当額 その他県費
( ) 周辺整備事業交付金 ０ － －1
( ) リサイクル技術共同研究助成事業 ３０，４６０ ２，５００ ２７，９６０2

税収見込み ５，６６２ 基金残高
基金積立額（予算額） ５，０００ ２，５００

（鳥取県）



（岡山県） 産業廃棄物処理税の使途事業について

525,982千円

49,190千円

702,710千円

127,538千円
保健所設置市
（岡山市・倉敷市）

【産業廃棄物処理税の設置目的】
　 県は、････産業廃棄物の発生の抑制、減量化、再生利用その他適正な処理の促進に関する費用に充てるため、
及び････保健所を設置する市（以下「保健所設置市」という。）に対し産業廃棄物対策促進費用に充てる財源を交付
するため、産業廃棄物処理税を課する。　　　　　　　　　　　　（岡山県産業廃棄物処理税条例第１条）

　具体的な使途　◆意識の改革　◆産業活動の支援　◆適正処理の推進　◆環境インフラの整備
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （岡山県税制懇話会報告書）

【意識の改革】                             87,550千円
◎循環資源情報提供システム整備事業　          29,580千円
　　循環資源に関するシステムの構築
◎岡山環境学習フロンティア事業　              23,267千円
　　民間事業者による環境学習プログラム開発の補助(1/3)
◎エコタウンソフト事業　　　　　　　　　　     3,166千円
　　シンポジウムの開催等
◎環境にやさしい企業づくり事業　               1,584千円
　　岡山エコ事業所の認定、ＰＲ
◎おかやまっ子環境学習応援事業〈教育〉 　　   27,849千円
 ○環境学習教材整備事業　                     (5,700千円)
 ○環境学習ヴィジット支援事業　              (15,400千円)
 ○ｽｰﾊﾟｰｴﾝﾊﾞｲﾛﾝﾒﾝﾄﾊｲｽｸｰﾙ研究開発事業          (6,749千円)
◎瀬戸内海環境美化推進事業〈農林〉 　　　　    2,104千円

【産業活動の支援】                        176,834千円
◎循環型社会形成推進モデル(地域ミニエコタウン)事業
                                             136,855千円
　　資源循環推進事業の承認
　　ハード、技術開発、ソフト補助1/4(1/8)
◎循環型ビジネス支援事業　               　     7,808千円
　　中核事業と位置付けた事業の支援
◎おかやま木質バイオマス利用開発推進事業〈農林〉32,171千円
 ○おかやま木質バイオマス資源利用推進会議設置  (7,171千円)
 ○新用途利用促進助成                     　(15,000千円)
 ○先駆的事業実現化への支援                 (10,000千円)

【適正処理の推進等】                       77,239千円
◎産業廃棄物監視強化対策事業                   77,239千円
 ○産業廃棄物不適正処理防止強化事業      　     17,966千円
　・連絡通報キャンペーン                     (5,613千円)
　・運搬車両の検問                             (648千円)
　・処理業者の育成支援                      (11,705千円)
　　　研修事業等補助1/2、設備整備補助1/2等
 ○監視指導体制強化事業                        59,273千円
　・警察官ＯＢ(３名)の配置　                  (19,231千円)
　・休日・夜間監視体制の整備　                (20,297千円)
　　　監視パトロールの委託・監視カメラの設置
　・通報体制の整備　                         (19,745千円)
　　　110番の設置、通報協定の締結、監視員160名の委嘱

【環境インフラの整備】                     2,319千円
◎岡山エコタウン推進事業                       2,319千円
 ○エコタウン事業運営組織の運営                2,319千円
　　エコタウン運営委員会の設置運営等
 ○循環型ビジネス支援事業                     （再掲）
 ○循環型社会形成推進モデル(地域ミニエコタウン)事業(再掲）

総額　　３４３，９４２千円

　【岡山県循環型社会形成推進基金積立金】　182,040千円
　将来の産業廃棄物対策促進費用に充てるため基金に積立

徴税費

交付金

税　収

環
境
イ
ン
フ
ラ
の
整
備

適
正
処
理
の
推
進

産
業
活
動
の
支
援

意
識
の
改
革

H15年度
事業費
等
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産
業
廃
棄
物
埋
立
税
を
充
当
す
る

 
新
た
な
廃
棄
物
抑
制
施
策
事
業
【
新
規
】

 

 
 
 
総
 
額
 
６
０
３
，
４
３
３
千
円

 

 
 
 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
501,921

千
円
 

①
 リ
サ
イ
ク
ル
関
連
研
究
開
発
費
助
成
事
業
 
   

区
 
 
分
 

内
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
容
 

予
算
額
 

補
助
率
 

2/3
以
内
 

限
度
額
 

20,000
千
円
（
下
限
10,000

千
円
）
 

予
定
件
数
 

5
件
（
15,000

千
円
×
5
件
）
 

②
 リ
サ
イ
ク
ル
施
設
整
備
費
助
成
事
業
 
 
 
 
 

補
助
率
 

1/3
以
内
 

限
度
額
 

100,000
千
円
（
下
限
10,000

千
円
）
 

予
定
件
数
 

8
件
（
50,000×

8
件
）
 

③
 資
源
循
環
広
域
シ
ス
テ
ム
構
築
事
業
 
 
 
 
 
 

１
 
木
く
ず
資
源
循
環
シ
ス
テ
ム
構
築
 
対
象
：
建
設
木
く
ず
，
廃
木
材
→
製
 

 
 
 
紙
原
料
，
活
性
炭
等
 

２
 
有
機
性
汚
泥
資
源
循
環
シ
ス
テ
ム
構
築
 
対
象
：
食
品
残
さ
，
排
水
汚
泥
 

 
 
 
→
メ
タ
ン
発
酵
等
 

④
 リ
サ
イ
ク
ル
製
品
使
用
促
進
事
業
  
 
 
 
 
 
 

登
録
基
準
の
策
定
，
製
品
の
審
査
・
登
録
，
登
録
製
品
の
普
及
促
進
 

 3,991 

76,389

401,391 

20,150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76,378

千
円
 

⑤
 不
法
投
棄
監
視
体
制
強
化
事
業
 
 

１
 
廃
棄
物
不
法
投
棄
対
策
班
の
設
置
 

２
 
地
区
不
法
投
棄
防
止
連
絡
協
議
会
の
活
動
強
化
 

⑥
 産
業
廃
棄
物
処
理
業
者
情
報
公
開
支
援
事
業
 

対
象
経
費
 

ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ，
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの

作
成
費
，
情
報
公
開
機
器
（
ｶﾒﾗ等

）

の
整
備
費
用
 

補
助
率
 

1/2 

⑦
 地
域
廃
棄
物
対
策
支
援
事
業
 

事
業
主
体
 

市
町
村
 

対
象
事
業
 

不
法
投
棄
防
止
対
策
事
業
等
 

補
助
率
 

1/3 

20,009

9,935

46,434

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    25,134

千
円
 

⑧
 事
業
者
へ
の
環
境
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ導

入
促
進
事
業
 

事
業
主
体
 

ひ
ろ
し
ま
地
球
環
境
フ
ォ
ー
ラ
ム
 

対
象
事
業
 

環
境
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ導

入
ｾﾐﾅｰ，

環
境
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ

作
成
，
廃
棄
物
抑
制
啓
発
広
報
 

補
助
率
 

1/2 

⑨
 環
（
わ
）
の
応
援
団
支
援
事
業
  

対
象
者
 

県
内
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
 

対
象
活
動
 

関
係
市
町
村
と
協
働
で
行
う
廃
棄
物
の
３
Ｒ
推
進
活
動
 

補
助
率
 

1/2（
限
度
額
1,500

千
円
）
 

予
定
数
 

30
団
体
 

 
 
○

 地
域
廃
棄
物
対
策
支
援
事
業
【
再
掲
】

 

10,000

15,134

廃
棄
物
抑
制
検
討
懇
話
会
提
言

 
廃
棄
物
抑
制
に
向
け
た

 
取
組
の
視
点

 

リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進

 

廃
棄
物
対
策
の
推
進

 

自
主
的
環
境
活
動
の
支
援

 

・
新
た
な
リ
サ
イ
ク
ル
技
術
の
開
発
や
施
設

 
整
備
へ
の
支
援
が
必
要

 
・
リ
サ
イ
ク
ル
に
関
す
る
情
報
基
盤
の
整

 
備
が
必
要

 

・
不
法
投
棄
を
防
止
す
る
こ
と
が
必
要

 
・
廃
棄
物
処
理
業
界
に
よ
る
適
正
処
理

 
 
の
推
進
支
援
が
必
要

 

・
 排
出
抑
制
，
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
普

及
や
分
別
収
集
の
推
進
に
向
け
て

 
県
民
の
環
境
問
題
へ
の
理
解
を
促
進

す
る
こ
と
が
必
要

 

 
501,921

千
円

76,378
千
円

25,134
千
円

基
金
積
立
金
 

712,796
千
円

事
業
充
当
額
 

602,784
千
円

基
金
留
保
額
 

110,012
千
円

 

  事
業
者
 
 

  県
民

 
（
生
産
）
 

(消
費

)  
廃
棄
物
 

 

 中
間
処
理

  埋
立
処
理

 

 
再
生
資
源

  

 リ
サ
イ
ク
ル
施
設

 
リ
サ
イ
ク
ル
技
術

 

自
主
的
環
境
保
全
活
動
の
支
援

 
 

モ
ノ

 
廃棄

リ
サ
イ
ク
ル

リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進

 

廃
棄
物

対
策
の

推
進

 

750,000
千
円

 

徴
税
費
 

 
・
事
務
費

 
・
報
償
金

  37,204
千
円

 

712,796
千
円

 

1
ヵ
年
分
×

3/4 

税 収 

産業廃棄物抑制基金   
            

0
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百
万
円
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１
６
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７
Ｈ
１
８
Ｈ
１
９
Ｈ
２
０

総
税
収
見
込
み
額
　
４
２
億
１
千
万
円

税
収
見
込
み
額

 

産
業
廃
棄
物
埋
立
税
を
活
用
し
た
新
た
な
廃
棄
物
抑
制
策

 
（広島県） 
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 17

排出事業者が税の相当額を負担する者であることについて事前に説明・周知した事例

（広島県） 

 

別紙２ 


